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○芦屋市自立支援協議会設置要綱 

平成２０年４月１日 

（設置） 

第１条 障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）が自立した日常生活及び社

会生活を営むことができるよう，地域における障害者等への支援体制に関する課題

について情報を共有し，関係機関等の連携の緊密化を図るとともに，地域の実情に

応じた体制の整備について協議を行うため，障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第８９条の３第１項の規定

に基づき，芦屋市自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（平２４．４．１・全改，平２５．４．１・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 障害者等の自立した日常生活及び社会生活を支援するための方策に関するこ

と。 

(2) 処遇困難な障害者等への対応に関すること。 

(3) 関係機関等によるネットワークの構築に関すること。 

(4) 芦屋市障害者（児）福祉計画，芦屋市障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定

及び変更並びに施策の進捗状況に関して意見を述べること。 

(5) その他障害福祉に関するシステムづくりに関し市長が必要と認めること。 

（平２１．７．１・平２４．４．１・平３０．４．１・一部改正） 

（組織） 

第３条 協議会は，委員２５人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱し，又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健又は医療関係者 

(3) 教育関係者 

(4) 障害者団体関係者 

(5) 社会福祉団体関係者 

(6) 就労促進機関より選出された者 
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(7) 指定相談支援事業者より選出された者 

(8) 居宅介護事業者より選出された者 

(9) 行政関係者 

（平２２．６．１・平２３．６．１・一部改正） 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱又は任命の日から２年とする。ただし，補欠委員の任期

は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長は，委員の互選により選任し，副会長は，委員の中から会長が指名する。 

３ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は，会長が招集し，その議長となる。 

２ 協議会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

（意見の聴取） 

第７条 協議会において，会長が必要と認めるときは，委員以外の者を協議会に出席

させて意見等を聴くことができる。 

（実務者会） 

第８条 協議会は，地域の現状や課題等について，関係機関等の実務者が定期的に情

報を共有し，協議を行うため，実務者会を置く。 

２ 実務者会の構成員は，会長が委員の中から指名する。 

３ 前項の規定にかかわらず，市長は会長の意見を聴いて，委員以外の者を実務者会

の構成員に委嘱又は任命することができる。 

４ 前項の規定により，委嘱又は任命された構成員の任期は，市長が会長の意見を聴

いて別に定める。 

５ 実務者会に座長及び副座長各１名を置く。 

６ 座長は，会長が，副座長は，座長が，構成員の中から指名する。 
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（平２４．４．１・追加） 

（専門部会） 

第９条 協議会は，必要に応じ，その所掌事務を分掌させるため，分野別の専門部会

を置くことができる。 

（平２４．４．１・追加） 

（庶務） 

第１０条 協議会の庶務は，障害福祉に関する事務を所管する課において処理する。 

（平２４．４．１・旧第８条繰下） 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が

協議会に諮って定める。 

（平２４．４．１・旧第９条繰下） 

附 則 

１ この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 協議会の委員の最初の任期は，第４条の規定にかかわらず，平成２１年３月３１

日までとする。 

附 則 

この要綱は，平成２１年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２２年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２３年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 


